
お早めに !!

　所得の申告は、所得税、町・県民税（個人住民税）の計算の基礎として使われるだけでなく、
課税内容証明書の発行、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、各
種福祉年金・手当などの基礎資料になる大切な手続きです。期限内に申告できるよう、必要
書類の作成・収集などの事前準備をお願いします。

確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」を利用する e－Tax が便利です。確定申告会場に出
向かずにご自宅から確定申告ができますので、ぜひe－Taxをご利用ください。

令和７年分の 所得税の確定申告と
町・県民税の申告の事前準備

▼期　　間：令和８年２月１６日（月）～ ３月１６日（月）
　　　　　　※土、日および祝日を除きます。
▼受付時間：８時３０分～16時００分まで
○確定申告会場の入場には「入場整理券」が必要です。
　「入場整理券」は会場で当日配布しますが、国税庁 LINE 公
式アカウントでの事前発行をおすすめします。
○上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。2 月
13 日（金）以前に申告相談を希望される場合は事前に電話
予約が必要です。

▼確定申告書の提出先　飯田税務署
　〒395‐8646 飯田市高羽町 6丁目 1番 5 飯田高羽合同庁舎

☎０２６５‐２２‐１１６５（自動音声案内）

役場での
申告相談

事業主
の方へ

▼期間・会場
　令和８年２月２０日（金）～
　　　　　３月１６日（月）
　福祉センター３階
　※土、日および祝日を除きます。
▼時間
　８時４５分～１１時００分
　１３時００分～１５時３０分

※申告相談の詳細は、広報２月号
　でお知らせします。

事業主・
事務所の
給与担当
の方へ

税務署での
確定申告・
相談

令和８年度
給与支払報告書の
提出について

令和８年度
固定資産税の償却資産の申告について

　令和７年中に給与・賃金などを支
払われた方（会社・事業主）は、従
業員が令和 8 年 1 月 1 日現在、実際
に居住している市区町村に「給与支
払報告書」を提出してください。
◆提出対象者
令和 7 年中に給与などの支払いを
したすべての従業員。青色事業専
従者、中途退職者、短期雇用者（臨
時、パート、アルバイトなど）も
含みます。

◆提出期限
　令和８年２月２日（月）
◆提出先
従業員の令和８年１月１日現在の
住所地の市区町村

　事業を営んでいる方は、毎年 1 月 1 日現在における高森町内の償却
資産の所有状況を申告していただくことになっていますので、期限
内の申告をお願いします。
▼償却資産とは…
事業を営む個人や法人がその事業に使用するために所有している資
産です。
○構築物（広告塔・舗装路面・水槽・煙突など）
○機械及び装置（製造整備など）
○車両及び運搬具（フォークリフトなど）
○工具・器具・備品（事務機器・各種工具）
※固定資産税の対象となる家屋や、自動車税、軽自動車税の対象と
　なるものは除きます。
▼申告書について
一般方式で申告されている方へ、申告書の用紙一式を 11 月末に発
送しました。新規に申告書用紙の送付を希望される方は、高森町の
ホームページからダウンロードしていただくか、役場税務会計課ま
でご連絡ください。
　■申告期限　令和８年２月２日（月）
　■提 出 先　税務会計課　税務会計係

【問い合わせ先】　税務会計課　税務会計係　☎３５ー９４１３

任期満了による高森町長選挙は、令和８年１月13日（火）に告示され、
１月18日（日）に町内８カ所の投票所で投票が行われます。

選挙は、町民の皆さんが政治や行政に対する意見を表明できる、
最も簡単で確実な方法です。

候補者の政策をよく聞き、よく考えて、清き一票を投じましょう。

●投票できる方
　平成20年１月19日までに生まれ、令和7年10月
12日までに高森町に住民登録を行い、引き続き町
内に居住している満18歳以上の方。
●町外に転出した方
　今回は投票できません。
●出張などで町外におられる方
滞在地や病院などで不在者投票ができます
　長期出張などで町外に滞在している場合でも、滞
在地の選挙管理委員会を通じて不在者投票ができま
す。手続きの詳細は下記までお問い合せください。

積極的に期日前投票を利用しましょう
　仕事や旅行などの予定があり 、18日の投票日に
投票所で投票できない方は、次の会場で期日前投票
ができます。

○町民体育館
　１月14日（水）～17日（土）（８時30分～20時00分）

○MEGAドン・キホーテUNY高森店
　１月16日（金）～17日（土）（10時00分～20時00分）

○ショッピングセンターパース
　１月16日（金）～17日（土）（10時00分～20時00分）

●入院・入所されている方
　長野県選挙管理委員会で指定した病院や老人福祉施設などに入院・入所されている方は、選挙の前日までに
施設で不在者投票を行うことができます。不在者投票を希望される方は、病院などの事務の方に確認してくだ
さい。
●一定の障がいがある方の郵便による投票
　身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証の要介護
状態区分が「要介護５」の方は、郵便による不在者投票ができます。身体障害者手帳などの証明書類を添えて、
町選挙管理委員会へ事前に手続きが必要です。下記までご相談ください。
候補者の情報は選挙公報で確認しましょう
　各候補者の氏名や経歴、重要視する課題や目標をまとめた政見などを掲載した選挙公報を、新聞折り込みで
配布します。１月16日（金）に折り込む予定です。選挙公報が届かない方には郵送しますので、町選挙管理委
員会に連絡してください。
　町のホームページにも掲載予定です。

●投票日（1月18日）の投票所と時間　　共通：どの投票区の方も投票できます。

投票区 投票所 投票所開閉時刻
第１　　　 下市田区民会館 ７時00分～19時00分まで
第２　　　 ショッピングセンターパース ７時00分～19時00分まで
第３　　　 MEGAドン・キホーテUNY高森店 ８時00分～19時00分まで
第４　　　 やすらぎ荘別館 ７時00分～19時00分まで
第５　　　 融和の里新田地区館 ７時00分～19時00分まで
第６　　　 吉田区民会館 ７時00分～19時00分まで
第７　　　 牛牧伝統芸能伝承館 ７時00分～19時00分まで
第８　　　 吉田南地区館 ７時00分～19時00分まで

【問い合わせ先】高森町選挙管理委員会　☎35-9404

共通

共通
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「町長選挙」「町長選挙」がが令和８令和８年年１１月月1818日(日)に日(日)に予定予定されていますされています

♦広報アンケートキーワード　⑥「ン」
〈※詳しくは20P下段をご確認ください〉


